
 

 

 

 関東地方における発生は今シーズン初めてで、例年より約２週間早く確認されて

います。 

 野鳥でも続発していますので、引き続き、飼養衛生管理の徹底をお願いします。 

 特に、「飼養衛生管理基準の自己点検チェック表」の７項目について、重点的に 

見直していただくとともに、家きん舎周囲の消石灰散布による消毒をお願いします。 

 

 

 

発生場所 飼養羽数 発生日 

千葉県香取市 
約３．８万羽 

（採卵鶏・ケージ飼い） 
１０月２３日 

令和６年１0 月発行 No.６-１３（鶏小規模） 

埼玉県川越家畜保健衛生所 
電 話：049-225-4141 

F A X：049-226-9653 

緊急携帯：09０-7191-3473 
E ﾒ ｰ ﾙ：H Ur254141@pref.saitama.lg.jp U    （（（（  

（夜間、土日祝日は緊急携帯に転送） 家畜衛生だより 

自己点検の結果は、毎月 10 日までにご報告ください。 

千葉県で高病原性鳥インフルエンザ発生！ 

令和６年１０月２３日時点 

（農林水産省 HP の図より改変） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/  

鳥インフルエンザに関する最新情報（農林水産省） 
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